
制 度 説 明
①賃⾦改善
②預かり保育
③教育改⾰推進特別経費

(教育の質の向上を図る学校⽀援経費) 



賃⾦改善について







補助率 令和4年2⽉〜9⽉ 補助率 令和4年10⽉〜
新制度園 10/10 10/10
私学助成園 3/4 1/2
⾮学法園 0 0
私学助成園及び⾮学法園が新制度と同額(もしくは増額)となるための振興活
動は、都道府県(もしくは市区町村)への要望として早急に進めることが必要。

私学助成園の不⾜分1/4(10⽉からは1/2)などについては特定徴収⾦(上乗せ
徴収)なども視野にいれて振興活動をすべき?。

新制度園との賃⾦改善の格差を是正するという根拠は正当な理由として挙げ
られるべき問題である。



⼤切な「お 願 い」
◆できるだけ2⽉から実施されること。
できない場合は⼀時⾦として2.3⽉分をまとめて
⽀給する。(新制度園・私学助成園)

◆2.3⽉で遅配しないこと。
3府省の積極的な予算要望の結果、獲得できている
財源であり、遅配が出ないよう、3府省の努⼒に
応えてほしい。
・・・・私たちのすべき重要な対応です!



質 問
◆施設型給付園は10/10、私学助成園は3/4、⾮学校法⼈(102条園)は
対象外?
また、令和4年度10⽉からは施設型給付園は公定価格に反映、
私学助成園は1/2となる
という理解でよいか

◆⾮学校法⼈園(102条園)はどうして賃⾦改善補助が対象外になるのか
◆新制度園は2⽉〜9⽉まで国庫10/10の補助、10⽉からは公定価格に
反映私学助成園は2⽉〜9⽉まで3/4の補助、10⽉からは1/2という
ことは、⼈件費の残りの不⾜分はどのように対応すればよいのか。
特定徴収名⽬で利⽤者から徴収することになるが如何か



質 問
◆賃⾦改善は全教職員の2/3を対象にするのではなく、賃⾦改善として
給付された⽉額総額の最低2/3ということであれば、残りはどのような
⽀給が想定されるか。
また、⼈件費以外の使途は考えられるのか

◆⽀給対象者は施設の⾃由な選択で決定してよいか(常勤・⾮常勤・
パートタイム・アルバイト等)園⻑・施設⻑等の管理職者も⽀給可能か

◆⽀給⾦額には制約なく、⾦額⼀律⽀給と⾦額裁定⽀給のいずれでも
可能か

◆基本給 ⼜は ⼿当として毎⽉⽀給することが必要なのか、
それとも年間2~3回に分けた⼿当⽀給も可能か



質 問

◆実績報告は毎⽉提出か
・新制度園
・私学助成園

◆国家公務員給与改定(⼈事院勧告)の⼈件費0.9%の減額を2.3⽉は
どう扱うのか
また、10⽉以降は公定価格にどのように反映されるのか
私学助成園はどのように扱うのか

◆通知はどこから、そしていつ頃に届くのか
・私学助成園は都道府県から?
・新制度園は市区町村から?



預かり保育(4時間未満復活)

⽂科省幼児教育課および私学助成課
の尽⼒による成果…感謝!







教育改⾰推進特別経費

(教育の質の向上を図る学校⽀援経費)




